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　令和 3（2021）年 1月に公刊した『倒産法入門』（岩波新書）はし
がき v頁に、知られた会計学者　番場嘉一郎先生による「入門書は
本来、学問の終着駅に近づいた老練の学者の書くべきものです。私
も年だけは終着駅に近づいてしまい、ぼつぼつ入門書を手がけてよ
かろうと考えるようになりました」との述懐を紹介しています。同
じく入門書といっても、『倒産法入門』は、一般の方々向け、本書
は、法曹を志す方々向けという違いはありますが、番場先生がご覧
になると、苦笑されるかもしれません。

　長い間、入門書の執筆をしないと決めていたにもかかわらず、変
心したのには、2つの理由があります。

　第 1は、いうまでもなく、喜寿（77 歳）を超え、研究者としての
最晩年に至り、終着駅に近づくどころか、暗いプラットフォームに
降り立ち、独り茫然と佇んでいる己が姿に気づき、残された時間を
法曹を志す方々のためにお役に立てたいと考えたためです。我妻榮
先生の『民法案内』は、先生が還暦（60 歳）を過ぎた時期に筆を執
られていることを想うと、年齢のみを見れば、資格はあると自身を
納得させました。

　第 2は、自著を冷静に見ると、やはり助走路が必要であると感じ
たためです。拙著のうち、『民事訴訟法〔第 7版〕』（2020 年、有斐
閣）と『破産法・民事再生法〔第 5版〕』（2022 年、有斐閣）は、司
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法試験の科目であるためか、法学部や法科大学院における学習のた
め、教科書や参考書として御利用いただいている模様です。
　しかし、『民事訴訟法』は 886 頁、『破産法・民事再生法』に至っ
ては 1300 頁を超え、学習を始めようとする方々にとっては、奥穂
高ジャンダルムに向い合うように感じられることでしょう。『倒産
法入門』は、本来の目的とは異なりますが、本格的に倒産法の学習
を目指すための手助けにもなると信じています。本書も、同様に民
事訴訟法修得の目的地に向かって飛翔する助走路になるとよいので
すが。書名の『民事訴訟法への招待』については、半世紀近く前、
ハーヴァード・ロースクールにて証拠法を受講した折の教科書が
「Modern Approach to Evidence」であったことを思い出していま
す。

　尊敬する藤田宙靖名誉教授（元最高裁判所判事）の『行政法入門
〔第 7版〕』（2016 年、有斐閣）まえがきは、「この本で私は、私が学
生のころにこんなふうな話を聴いていたのだったならば、はじめか
らもっと行政法をおもしろいと思ったかもしれないな、といえるよ
うな本を書きたいと思いつつ、わが国の行政法（そして行政法学）
のおおよそについて、お話をしてみることにしました」と誌してい
ます。意図としては、藤田先輩にならって筆を進めたつもりです
が、力及ばずという結果になったかもしれません。

　体系書の場合には、法令の改正、新判例の分析はもちろん、学説
の動向にも注意を払い、いわば最大限の情報を取り込むことを意図
していますから、記述の量が増えることはやむをえないと割り切っ
ています。しかし、入門書の頁数が多くなれば、それだけで敬遠さ
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れてしまうでしょう。本書では、こうした理由から、民事訴訟法お
よび民事訴訟規則の条文に即して、基本的な概念や規律について特
に説明を尽くしたつもりです。
　したがって、IT化などを中心とする民事訴訟法令和 4年改正
（「特集・裁判の IT化と民事訴訟法の改正」金融法務事情 2191 号 8 頁

（2022 年）参照）には触れていません。一歩進んだ段階で勉強してい
ただきますよう。ただし、改正法施行後に条文番号が変わる規定に
ついては、施行後の条文番号を併記しています。「民訴 133、改正
134」という具合です。

　令和元年度末をもって教壇を離れましたが、半世紀にわたって民
事訴訟法の講義を続けられたこと、受講され、社会経済を担って活
躍されている皆さんの面影が浮び上ってきます。学恩といえば、師
に対する想いを表す言葉ですが、私の場合には、むしろ、二十代半
ばの名古屋大学から七十代半ばの日本大学と創価大学まで、拙い授
業に付き合ってくださった受講生諸兄姉に対する謝意を込めていま
す。その一端は、拙著『続々・千曲川の岸辺』（2022 年、有斐閣）
247 頁に誌していますが、遠い霧の中となった教壇を思い起こす
と、冷や汗とともに懐かしさがこみ上げてきます。
　また、今般も行川雄一郎判事（大分地裁・早稲田大学大学院法務研究
科修了生）より貴重な御指摘をいただきました。文字通りの学恩で
す。もちろん、なお不正確な点が残っているとすれば、もっぱら私
の責に帰されるべきことはいうまでもありません。

　本書の筆を起こしたのは令和 3（2021）年盛夏、東京五輪開催と
ともに、COVID-19（新型コロナウイルス感染症）の新規感染者数
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が、東京だけでも 5000 人を超える時期でした。ワクチン接種は済
ませたものの、それで virus proof（ウイルス非受容体）になるワケ
ではないとのこと、不安が消えないままに、老骨に鞭を入れる毎日
を過ごしました。
　また、同時期、思いがけず左手指に細菌感染を生じ、日頃より知
見に接しているM教授（整形外科）の助言をいただきながら治療を
受けた期間、右手のみでキーボードの入力をしたのも、今となって
は懐かしい想い出です。
　そして、一時は落ち着くかに見えた感染症も、令和 4（2022）年に
入るやオミクロンなる新型が登場し、瞬く間に新規感染者数が東京
だけでも 1万人を超え、不安と隣り合わせの日常、副反応に怯えつ
つ 3回目、4回目の接種を済ませました。しかし、ホッとする間も
なく第 7波とか、校正時には日々 3万人を超える感染者数に、天命
が尽きるまでコロナ禍が続くのではと、老人らしい憂いを拭うこと
ができず、加えて、戦火に苦しむウクライナの人々の映像が、幼年
期に垣間見た戦災孤児の姿と重なり、心を痛める刻

とき

を過しています。

　ソンナ事情にもかかわらず、蹌
よ

踉
ろ

めきつつも公刊のときを迎えら
れたのは、拙著『民事訴訟法』も担当いただいている有斐閣法律編
集局　中野亜樹さんの温かい励ましによるものにほかなりません。
各章の冒頭に掲げた旋律も、中野さんの発案によるものです。曲名
は記しておりませんが、朝夕に愛弾する古典名曲です。著者にとっ
て編集者は、伴走者であり、伴奏者であるとの想いを深めています。
　そして、長島・大野・常松法律事務所の弁護士諸兄姉との意見交
換や秘書の方々による万般の支援をえて、ここに至ることができ、
感謝の気持ち尽きるところがありません。
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　共著や編著を別にして、単著つまり私 1人の筆による書物とし
て、本書は 15 冊目になります（xvi 頁）。己の年齢を冷静にみれば、
改訂はともかく、新著はこれが最後になる予感が致します。これま
で支えてくださった読者の方々に対し、改めて御礼申し上げます。
　また、喜寿を超えて新著を世に問うことができたのは、生涯の伴
侶・順子、愛育の母・千谷子をはじめとする家族の絆あってこそと
感じています。

　結びとして、法曹を志す次世代の方々に、私の少年時代からの愛
読書・キュリー夫人伝の一節「我々は何かの才能に恵まれていると
いうこと、そしてこの何かに、どんな犠牲を払っても到達しなけれ
ばならないということを信じなければなりません。恐らくすべては
我々が最も期待しない瞬間に、非常に旨く好転することでしょう」
（エーヴ・キュリー（川口篤ほか訳）『キュリー夫人伝』（1940 年、白水社）

192 頁）をお贈りします。人生、ときには躓
つまず

きがあっても不思議で
はありません（『続々・千曲川の岸辺』278 頁）。でも、挫

くじ

けさえしな
ければ、途は開けるはずです。
　市民生活や産業構造には大きな変化が起きつつあり、正義と公平
の実現を使命とする法律家に期待される役割は、ますます大きくな
ることを確信致します。本書がそのために多少の役割を果たすこと
ができれば、これに過ぎる喜びはありません。
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1

第1章

民事訴訟法への招待

はじめに　―　本書の使い方

　各法領域には、「入門書」と呼ばれる本が多数存在します。民事
手続法（民事訴訟法、民事執行法、破産法、民事再生法などの総称）もそ
の例外ではありません。

1　入門書の役割と本書の姿勢

　まず、私が考える入門書の役割を説明します。本書の読み方にも
つながりますので、一通り目を通してください。

●（1）本書の使い方

　『民事訴訟法への招待』と名づけたように、本書は、民事訴訟法
の学習を始めるにあたって、その全体像を把握するための書物で
す。地図で目的地を探すときに、まず全体像を把握し、次第に焦点
を絞っていくのに似ていますね。あまりよい響きを持つ言葉ではあ
りませんが、学習を始めた段階の方を「初学者」と呼ぶことがあり
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ます。60 年近く前、自分自身が初学者であったときに、突然、難
解な内容の体系書が教科書として指定され、教壇から高度の理論を
説かれて、戸惑ったこと、友人から教えてもらった入門書で救われ
たことを思い出します。
　最初から難しい記述に挑戦するのも、読解力や忍耐力を鍛えるた
めには無意味な作業ではないでしょうが、全体像をアタマに入れた
後に個々の規定に関する解釈問題に取り組む方が効率的な学修方法
といえるのではないでしょうか。したがって、本書は、できる限り
短期間で読み終えてください。
　そのために、原点となる条文の引用には留意していますが、判例
は、必要最小限のもの（民事訴訟法判例百選掲載およびその後の重要判
例）のみにし、学説（体系書や論文など）の引用は割愛しています。
本書読了後に授業や自習でヨリ立ち入った学習に進む段階では、随
所に引用している伊藤眞『民事訴訟法〔第 7版〕』（2020 年、有斐
閣。「伊藤」または「伊藤・民訴法」と略称します）を参照してください。
　体系書と異なって、入門書の場合には、頁数が多くなることは、
それだけで敬遠されてしまうでしょう。それを避けるために、いわ
ゆる論点に絞った解説をする方法もあるかもしれません。しかし、
典型的な論点の 1つである口頭弁論終結後の承継人に対する既判力
の拡張（本書 206 頁）をとってみても、口頭弁論の概念についての
正確な説明ができなければ、真に理解したとはいえませんね。
　本書では、こうした理由から、民事訴訟法および民事訴訟規則の
条文に沿って、基本的な概念や規律について説明を尽くしたつもり
です。ただ、当初から頁数の上限を 300 頁程度と設定していますの
で、より立ち入った説明は、伊藤・民訴法などを参照していただき
たいと思います。ただ、そのつど参照するのは、かえって学習の流
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れを妨げてしまうと思いますので、第 1巡としては、まずは法およ
び規則の条文を傍らに置いて本書を通読し、第 2巡として、引用判
例とともに、伊藤・民訴法の引用頁を参照していただくのがよいと
思います。

●（2）判例・通説（支配的な学説）との関係

　入門書や教科書の中には、判例・通説に依拠したことを謳
うた

うもの
や、特定の解釈問題についてA説、B説、C説を併記し、記述の
客観性なるものを強調する書物が多いようです。しかし、解釈論の
原点は、法や規則の条文の内容であり、判例や学説は、その解釈を
示すものです。もっとも、判例と学説とでは、同じく解釈論を示す
ものではあっても、その意義が異なります。判例は、その事件を基
礎とするものですが、最上級審である最高裁判所の判断は、同種事
件や類似事件についての法規範としての機能を持っています。下級
裁判所としては、ある法律問題について判例が存在すれば、それに
従うべきだからです。以下では、単に判例といったときは、最高裁
判所の裁判（判決または決定）を指すこととし、下級審（高等裁判
所、地方裁判所など）の判決や決定を下級審裁判例または単に裁判例
と呼ぶことにします。
　しかし、判例も絶対とはいえません。まず、判例変更の可能性が
あります（裁 10 ③）。地方議会議員に対する懲罰の当否について裁
判所の審判権が及ぶかという問題に関し、最大判昭和 35・10・19
民集 14 巻 12 号 2633 頁を変更し、審判権を肯定した最大判令和
2・11・25 民集 74 巻 8 号 2229 頁がその好例です（本書 63 頁）。判
例変更の基礎には、長期に及ぶ議論があったことはいうまでもあり
ません。
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　また、事案の特質を考慮して、判例法理の形式的適用を避け、異
なった判断をすることもありえますが、その背後にも判例法理とは
異なる学説の存在があります（民訴法 135 条にもとづく将来の給付の訴
えの利益について伊藤 185 頁注 26）。学説自体には規範性はありません
が、最高裁判例や下級審裁判例に採用されることによって規範化す
るといってもよいでしょう。
　学説には、学界や実務界において支配的地位を占める通説、そこ
までには至らなくとも多数によって支持されている多数説、その対
極にある少数説などが区別されます。体系書の場合には、それらの
内容を記述した上で、著者自らの見解を明らかにすることが求めら
れます。
　それでは、入門書の場合には、どうしたらよいでしょう。判例と
通説に絞って記述するというのも 1つの考え方でしょう。でも、そ
れでは真の入門書にならないというのが私の考えです。なぜなら
ば、条文の文言が共通の基礎になっているにもかかわらず解釈が分
かれることは、法の目的を実現し、法条の趣旨を活かすための判断
の内容が異なることを意味するからです。判断が分かれる理由を理
解しないままに判例・通説のみを記述し、それを記憶させるので
は、なぜ判例と学説の間に差異があるのか、なぜ判例がある考え方
を採用したか、ある考え方が通説となっているのかを理解したこと
にならず、判例や通説の意義自体を把握していないといわざるをえ
ないからです。

●（3） 民事訴訟法142条（二重起訴・重複起訴の禁止）の 
規定と解釈論の原点

　あまり抽象的になってもいけませんので、本文で取り上げている
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一例（本書 86 頁）をご紹介しましょう。民事訴訟法 142 条は、「裁
判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起するこ
とができない」（下線は筆者）と規定しています。一読すると、日常
生活で使用される言葉と使用されない言葉とが入り交じっているこ
とに気づかれるでしょう。「裁判所」、「事件」、「当事者」、「更に」、
「訴え」は前者ですね。これに対して、「係属」は後者でしょう。発
音は同じでも、「継続」とは違います。厳密には、本書 77 頁で説明
しますが、ここでは現に裁判手続が始まっているという程度に理解
しておきましょう。
　そうすると、法 142 条がどのような場面を想定しているか、見当
がつくでしょう。ある事件についてすでに裁判手続が始まっている
ときに、当事者は、同一事件について重ねて訴えを提起することは
できないということですね。重ねての訴えは、それに対応しなけれ
ばならない相手方、審理の責任を負う裁判所にとって無用の負担を
生じるだけではなく、それぞれの訴えについて違った結論（判決）
が言い渡されれば、混乱を生じる可能性もありますね。
　でも、一歩立ち入って考えると、わからないことが出てくると思
います。「訴えを提起することができない」との規定ですが、「でき
ない」とは、どういう意味でしょう。裁判所が訴えを受理しない
で、訴状（訴えを提起するための書面。民訴 133・改正 134）を当事者
（原告）に差し戻すという意味でしょうか。訴状の却下という規定
もありますが（民訴 137 Ⅱ）、それと同じ意味でしょうか。
　法 142 条については、いくつかの判例と多くの学説が存在します
が、なぜでしょうか。日常生活でも用いられる言葉、「事件」、「当
事者」、「更に」についても、具体的に考えると判断が分かれる可能
性があるからです。たとえば、XとYとが東京都杉並区にある甲
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土地の所有権を争っているとします。甲土地の上にはXが自ら所
有する家屋を建てていますが、Yは、その土地の真実の所有者は
自分であるから、Xは不法占有者に過ぎないと争っているとしま
す。XがYを被告として東京地方裁判所に、その土地がXの所有
であることの確認を求める訴え（先行訴訟と呼びます）を提起したの
に対抗して、YがXを被告として同じく東京地方裁判所に、Xの
所有建物を収去して土地を明け渡せという訴え（後行訴訟と呼びま
す）を提起したとします。
　XのYに対する所有権確認訴訟（先行訴訟）とYのXに対する
建物収去土地明渡請求訴訟（後行訴訟）は、甲土地の所有権がXに
属するのか、Yに属するのかという 1つの紛争から派生したもの
であるという点で、1つの「事件」とみなすことができるでしょう
か。もし、民事訴訟法 142 条が適用されることになれば、Xの訴
えが係属しているときには、Yは訴えを提起できないことになり
ますね。しかし、判例はこのような結論をとっていません。（本書
87 頁）。それはなぜでしょうか。
　また、先行訴訟と後行訴訟とでは、原告と被告が入れ替わってい
ますね。それでも、「当事者は、更に訴えを提起することができな
い」にあたるのでしょうか。「更に」についても、問題がありま
す。Yが別に訴えを提起するのではなく、Xの提起した先行訴訟
における反訴（民訴 146 Ⅰ柱書本文）として、Xに対する建物収去土
地明渡請求訴訟を提起することも、「更に」訴えを提起することに
あたるのでしょうか。

●（4）本書の記述方針

　上記のように、法令に明確な規律が存在することを前提として
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も、その解釈をめぐって考え方が対立し、解決が求められることが
理解いただけるでしょう。体系書の場合には、問題の内容、判例法
理、下級審裁判例の動向、実務運用、学説の分布と著者の自説とを
書き尽くさなければなりませんが、本書では、問題の内容は当然と
して、それに加えて原則として判例法理とそれについての評価を記
すにとどめ、更に立ち入った学習は、体系書や注釈書に委ねること
とします。
　読者に対するお願いとしては、本書の記述で満足するのではな
く、しかるべき指導者について体系書の記述を参照し、一歩理解を
深めるようにしてください。

●（5）読解力と表現力を鍛える

　入門書や教科書の特徴として、重要な箇所を多色刷りやゴシック
体にしたり、図を挿入して理解を容易にしたりする工夫がありま
す。そうした工夫の価値を否定するわけではありませんが、本書の
記述は、ひたすら文章で、かつ、多色刷りなどの配慮をしていませ
ん。教育的配慮に欠けるとの批判もあるかもしれませんが、法律家
として活躍されるための基礎となる読解力と表現力を鍛えていただ
こうとする意図によるものと理解してください。
　マーカーで印を付けたり、当事者間の関係をわかりやすく図示す
ることは、法律家が日常的に行っている作業ですが、最終的には、
すべてを文章の形で表現しなければなりません。入門の段階からそ
のための読解力と表現力とを鍛えていただこうとするのが本書の意
図です。むしろ、本書を読み進めていただきながら、御自身でマー
カーでラインを引いたり、図を書いていただくことが学習法として
有益と思います。
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●（6）本書の構成

　目次をご覧になっていただければおわかりのように、本書は、第
1章・民事訴訟法への招待から始まり、第 10 章・再審まで、全 10
章によって構成されており、伊藤・民訴法と対応しています。

第 1章・民事訴訟法への招待
民事訴訟手続の全体像と法や規則の条文の読み方、解釈の分かれ目、民
事裁判手続の中心となっている訴訟手続の特質を説明します。

第 2章・受訴裁判所
民事訴訟の審理および判決の主体となる裁判所の権限行使について、裁
判権や管轄権などの概念を説明します。

第 3章・当事者
訴えを提起する当事者（原告）と相手方となる当事者（被告）につい
て、その概念や資格、訴訟上の行為をする能力、当事者の代理人となる
資格などを説明します。

第 4章・訴え
裁判所に対して審判を求める基本的行為である訴えの概念、類型、資
格、内容、訴えに対して裁判所が審判をする際の規律などを説明します。

第 5章・訴訟の審理
審理に関する各種の規範、法適用の基礎となる事実認定の基本原則と事
実認定の基礎資料である証拠に関する規律を説明します。

第 6章・訴訟の終了
訴訟の終了原因は、訴えの取下げ、請求の放棄または認諾、和解という
当事者の行為と、終局判決の確定とに分けられますが、それぞれについ
て説明し、特に終局判決が確定した場合の効力である既判力について、
その意義、作用、効力の及ぶ範囲などについて説明します。

第 7章・複数請求訴訟　―　請求の客観的併合
同一当事者間で審判の対象となる請求が複数定立されている状態を複数
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請求訴訟と呼びますが、その成立原因に応じて、訴えの客観的併合、訴
えの変更、中間確認の訴え、反訴のそれぞれについて説明します。

第 8章・多数当事者訴訟
1 つの訴訟手続の当事者は、原告と被告それぞれが 1人である形態を原
型としていますが、いずれか一方または双方が複数である共同訴訟、第
3の当事者が加入する独立当事者参加、当事者の地位を持たないが、一
方当事者を補助するために第三者が手続に加入する補助参加などについ
て説明します。

第 9章・上訴
原告であれ、被告であれ、第 1審において不利な判決を受けた場合に
は、それに対して控訴の手段で不服申立てをする機会が与えられます。
ここでいう「不利な判決」の意味も、詳しく説明します。更に、控訴審
で不利な判決を受けた場合には、控訴人と被控訴人に上告および上告受
理申立ての機会が与えられます。

第 10章・再審
上訴の機会や手段が尽きると、判決が確定しますが、確定判決について
も、そこに至る手続に重大な誤りがあったり、判決自体に見逃すことが
許されない違法が存在するときには、それを放置することは許されない
ので、再審という非常の救済手段が認められることを説明します。

●（7）読者（学習者）の方々へ

　民事訴訟法の学習は難しいといわれます。しかし、手続の構造を
理解し、それを貫く基本原理を把握し、その具体的あらわれである
条文の文言、解釈が分かれる理由を確認しながら一歩づつ進めば、
決して難解ではありません。六法を横に置き、条文を確認しながら
本書を読み進め、更に体系書の必要な部分を習得すれば、得意科目
になることは間違いありません。
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2　民事訴訟法への招待

　それでは、民事訴訟法の学習を始めましょう。人体は、骨格、筋
肉、臓器、血流、神経などの様々な部分から成り立っています。い
ずれも生命活動に不可欠なものですが、ヒトの姿を形づくっている
骨格の視点から、民事訴訟手続を観察してみましょう。

●（1）民事訴訟手続とは？

　このように申し上げると、今さらという気持ちをお持ちになるか
もしれませんね。「民事」とは、犯罪の処罰にかかる刑事と区別さ
れる私人間の紛争、「訴訟」とは、裁判所が主宰する紛争解決制
度、「手続」とは、特定の行為を求める、それを受け入れる、また
は拒絶する行為の流れ、という説明で一応納得できますね。では、
もう一歩立ち入って考えてみましょう。

（ア）　民事　―　私人の具体的権利義務についての紛争

　民事の概念について法律に定義規定があれば、それによることが
できますが、存在しません。それにもかかわらず、民事の用語は法
文に用いられていますので、解釈によって定めなければなりませ
ん。最大公約数的にいえば、私人の具体的権利義務や私人間の法律
関係についての紛争と表現できるでしょう。ここで私人とは、民法
や商法などの実体法上の具体的権利義務の帰属主体を意味します。
自然人（個人）や会社などの法人はもちろん、国のような公の法人
であっても、所有権などの権利、あるいは損害賠償義務などの実体
法上の義務の主体である限りは、私人として扱われ、権利義務をめ
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ぐる紛争は、民事に属します。
　さらに具体的権利義務とは何かとの問いも出るでしょう。ここで
は、法が裁判上の保護を与える財産上、精神上あるいは組織や人事
関係上の具体的利益や地位である、という程度の説明にとどめてお
きます。財産上の権利としては、所有権や貸金返還請求権などを、
財産上の義務としては、売買代金支払義務や不法行為にもとづく損
害賠償支払義務などを、精神上の権利としては、名誉毀損にもとづ
く出版差止請求権などを、組織関係上の地位としては、会社の代表
取締役の地位などを、人事関係上の地位としては、婚姻関係や親子
関係を例として想定して下さい。

（イ）　訴訟　―　権利義務の確定を目的とする裁判制度

　次に、訴訟に進みましょう。訴訟とは、裁判制度の一種で、紛争
の対象たる私人の具体的権利義務の存否および内容を確定すること

4 4 4 4 4 4

を中核とする手続です。確定を目的とすることの意味、確定を目的
としない裁判手続が存在するのかなどの疑問が湧いてくると思いま
すが、後者を非訟手続と呼びます（最大決昭和 40・6・30 民集 19 巻 4
号 1089 頁［百選 2事件］）。

（ウ）　手続　―　行為の連鎖

　最後に手続についてお話ししましょう。上に述べた訴訟の目的を
実現するために訴訟に関与する主体、すなわち裁判所および当事者
の行為の連鎖を手続と呼びます。連鎖とは、各主体の行為が無関係
に行われるのではなく、相互に前提としあう関係にあることを意味
します。
　手続の流れに沿ってお話しすると、原告が訴状の提出という行為
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をすると（民訴 133 Ⅰ・改正 134 Ⅰ）、それを受理した裁判所の裁判
長が、必要な事項（同Ⅱ）が記載されているかなどを審査し、補正
を命じたり（民訴 137 Ⅰ）、場合によっては、訴状を却下する（同Ⅱ）
という行為をしなければなりません。そして、適法な訴状であれ
ば、それを被告に送達し（民訴 138 Ⅰ）、口頭弁論の期日を指定し、
その期日に当事者（原告および被告）を呼び出さなければなりません
（民訴 139）。「訴状」「裁判所」「裁判長」「送達」「口頭弁論」「期日」
という新しい言葉が出てきました。それぞれについては、後ほど説
明しますので、ここでは、イメージで捉えていただければ結構です。
　理解していただきたいのは、訴状の提出という原告の行為が訴状
の審査という裁判長の行為を義務づけ、訴状が不適法な場合には、
補正命令や訴状却下という裁判長の行為を義務づけ、適法な場合に
は、被告に対する訴状の送達や口頭弁論期日の指定と呼出しという
裁判所の行為を義務づけていることです。つまり、訴状の提出から
始まり、口頭弁論期日への呼出しに至るまでの当事者と裁判長と裁
判所の行為は、無関係に行われるわけではなく、相互に結びつき合
っているのですね。連鎖とはこのような意味であり、手続とは、訴
訟に関係する主体の行為の連鎖といってもよいでしょう。

●（2）民事訴訟法とは？

　民事訴訟手続に関する規律を民事訴訟法と呼んでいます。厳密に
は、法とは、国会が定める法規範を意味しますが、民事訴訟法（平
成 8年法律 109 号）と民事訴訟規則（平成 8年最高裁判所規則 5号）を
あわせて民事訴訟法と呼ぶことが通例です。法は、手続の基本原則
を、規則は、法の規範を前提とした手続の細則を定めると整理する
ことができます。両者をあわせて民事訴訟手続の法源などというこ
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ともあります。手続に関する法規範の源というくらいの意味に理解
してください。

（ア）　各種の基本原則

　民事訴訟手続に関する規律である民事訴訟法を理解するために
は、その基礎となっているいくつかの基本原則を把握することが有
益です。各種の規律は、それらの基本原則の具体化や発現といえる
からです。なお、以下に説明する処分権主義、訴訟物、弁論主義、
職権進行主義、訴訟法律関係の概念は、いずれも、その言葉自体が
民事訴訟法や民事訴訟規則の条文中に登場したり、定義規定が置か
れているわけではなく、いくつかの規定の基礎として認められてい
る理論上の概念です。こうした概念のことを「講学上の概念」と呼
ぶこともありますが、一般に承認され、実務運用の基盤になってい
ます。

（イ）　処分権主義と訴訟物

　民事とは、私人の具体的権利義務または私人間の具体的法律関係
についての紛争であると説明しました（本書 10 頁）。訴訟は、その
存否や内容を定めることを目的とする手続です。それでは、定めら
れるべき具体的権利義務を特定するのは、だれの権限と責任なので
しょうか。それは、当事者の権限であり、責任であるというのが処
分権主義の原則です。
　詳しくは、第 4章でお話ししますが、審判の対象となる具体的権
利義務を特定する権限と責任は当事者（原告）にあるというのが、
処分権主義の主たる内容です。裁判所は、特定された具体的権利義
務について審判すれば足り、それを超える審判権を行使することが
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できないともいえます。審判の対象となる具体的権利義務を定める
当事者の支配権といってもよいかもしれません。規定としては、民
事訴訟法 246 条（判決事項）が処分権主義の発現です。
　こう申し上げると、当たり前のように感じられると思いますが、
処分権主義に違反するかどうかの判断は微妙なところがあり、多く
の判例が積み重ねられています。
　なお、審判の対象となる具体的権利義務のことを訴訟物と呼びま
す。ドイツ法の翻訳語で、耳慣れない言葉ですが、直訳すれば、
「争いの対象」になるでしょう。しかし、理論にも実務にも定着し
ていますので、皆様にも覚えていただく以外にありません。訴訟物
概念についても多くの議論がありますが、第 4章で説明します。

（ウ）　弁論主義

　これも翻訳語で、覚えていただく以外にありません。詳細は、第
5章で説明いたしますが、概括的にいえば、裁判所が訴訟物たる具
体的権利義務の存否を判断するための資料は、当事者の提出するも
のに限るという原則です。同じく当事者の権限と責任についての規
律ですが、処分権主義が訴訟物に関するものであるのと比較する
と、弁論主義は、その存否の判断資料の提出を当事者に委ねるもの
であるといってよいでしょう。思想としては、当事者の権限と責任
を尊重するものですから、処分権主義と弁論主義の 2つの原則の底
流には、当事者主義という共通の思想が流れているといってよいと
思います。
　ただ、弁論主義のわかりにくさは、判断資料といっても、様々な
種類と性質のものがあり、そのすべてを当事者に委ねるわけではな
いこと、民事訴訟法 179 条（証明することを要しない事実）など、弁
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論主義の発現とされる規定は存在するものの、正面からこの原則を
明らかにする規定が存在しないことによるものでしょう。

（エ）　職権進行主義

　ここでいう職権とは、裁判所の権限を意味します。審判の対象た
る訴訟物を特定し、その判断資料を提出するのは、当事者の権限と
責任に委ねられますが、資料の提出の機会（期日）を設定し、そこ
に提出された資料にもとづいて審理を行い、当事者の主張に理由が
あるかどうかの判断を形成し、それを判決の形式で示すという手続
の進行は裁判所の権限と責任に委ねるのが職権進行主義です。その
詳細は第 5章で説明します。

（オ）　訴訟法律関係

　もう 1つ、民事訴訟法の規律を理解する上で重要な概念として、
訴訟法律関係があります。2（1）（ウ）で訴えの提起を例として「手
続」の意味を説明しましたが、手続を構成する当事者や裁判所の行
為に関する条文を読むと、「……することができる」（民訴 134（改正
134 の 2）～136・143 Ⅰ本文・144 ⅠⅡ・145 Ⅰ本文・146 Ⅰ本文など）と
の文言と、「……しなければならない」（民訴 137 ⅠⅡ・138 Ⅰ・139 な
ど）の文言が使い分けられていることに気付くでしょう。これは、
民事訴訟法第二編　第一審の訴訟手続　第一章　訴えの部分です
が、他の編や章でも同様のことがいえます。
　ここで「できる」としているのは、その主体に訴訟手続上の権限
を与えているのに対し、「しなければならない」としているのは、
義務を課していることを意味します。実体法上の権利義務との対比
でいえば、訴訟法上の権利義務を規定しているとも表現できます。
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各種の条文について、それが誰に対して、どのような権限を与えて
いるのか、どのような義務を課しているのかという視点で読み解い
てみると、規定の趣旨が分かりやすいと思います。
　一例として、専門委員という制度があります（民訴 92 の 2 以下。
本書 130 頁）。審理を進めるために必要な医学や建築学などの専門的
知識を裁判所が取得するためのものですが、基本となる民事訴訟法
92 条の 2第 1項本文では、専門委員を手続に関与させることがで
きるとし、専門委員の関与を裁判所の権限にしていますね。裁判所
は、専門委員を関与させる判断を関与決定という形で行います。次
に、民事訴訟法 92 条の 4を読んで、誰の権限と義務を規定してい
るかを考えてください。
　まず、①本文では、裁判所による専門委員関与決定の取消権限を
定めていますね。この取消権限は、職権で、つまり裁判所の独自の
判断で行使することができます。それに加えて、②当事者にも取消
申立権限が与えられています。但書と照らし合わせると、ここでい
う当事者は、原告または被告という一方当事者を意味します。
　注意しなければならないことは、当事者が申立権限を行使したと
きには、裁判所は、それに対する応答、つまり申立てを認めて取消
決定をするか、それとも申立てを却下するか、いずれかの判断をし
なければならないことです。もっとも、取消しの要件は「相当と認
めるとき」ですから、裁判所の裁量判断に委ねられますが、申立て
に対し判断を示さないことは、訴訟法律関係に照らせば違法となり
ます。
　③これに対して同条但書では、「当事者双方の申立てがあるとき
は、これを取り消さなければならない」と規定していますので、当
事者双方が取消申立権を行使すると、裁判所は、取消決定をするこ
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とが義務づけられます。気をつけていただきたいのは、「当事者双
方の申立て」は、「当事者共同の申立て」よりも広いことです。第
8章で説明する共同訴訟にも使われていますが、共同とは、複数人
が 1つの行為を行うことです。ですから、当事者双方の申立ては、
当事者共同の申立てを含みますが、それより広く、当事者双方が
別々に申立てをした場合をも含むことになります。
　皆さんが学習されるときは、訴訟法律関係の視点から、関連する
条文が何を定めているのかを分析し、次に立法者がどのような判断
にもとづいてその規律を設けているかを理解し、解釈の分岐点がど
こにあるのかを考えていただくとよいと思います。それでは、第 2
章に進みましょう。
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